
開局時間のご案内
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

9:00～18:00 〇 〇 〇 17:00
まで

〇 13:00
まで

日・祝日 休み

夜間・休日等加算 対象時間帯

時間外加算：平日19:00～22:00
土曜日13:00～22:00

深夜加算 ：22:00～6:00
休日加算 ：日曜日、法定休日

年末年始（12/29～31、1/1～3）

日向調剤薬局
緊急連絡先 090-1733-6078
休日・夜間でもお電話いただけましたら、
緊急時の相談や処方せん対応いたします。

当薬局では、すべての患者様に明細書を無料で発行しております。
領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

＜個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行＞

＜服薬管理指導料を算定しています＞





＜医療DX推進体制整備加算＞

＜医療情報取得加算＞
当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取
得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以
下のとおり医療情報取得加算を算定しています。

調剤時・・・1点（12ヶ月に1回）

マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利
用にご協力をお願いいたします。



＜取り扱いのある医療保険及び公費負担医療＞

• 健康保険法に基づく保険薬局としての指定

• 生活保護法に基づく指定（医療・介護）

• 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定

• 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく

指定

• 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定（育成医療・更生医療・精

神通院医療）

• 労働者災害補償保険法に基づく指定

• 児童福祉法に基づく指定

• 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指

定

• 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律に基づく指定



＜調剤報酬点数表一覧＞

点数表は画像をクリックしてください→

＜要指導医薬品及び一般用医薬品（OTC）
の販売制度に関する事項＞

オンライン服薬指導 オンライン資格確認対応

電子処方せん対応

抗原検査キット販売中

健康相談

在宅医療

・後発医薬品の調剤を積極的に行っております

・連携薬局あり
自局に在庫がないお薬もスピーディーにご用意します

施設基準

調剤基本料1 地域体制支援加算2

連携強化加算 後発医薬品調剤体制加算3

在宅薬学総合体制加算2 医療DX推進体制加算

かかりつけ薬剤師指導料 かかりつけ薬剤師包括管理料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅中心静脈栄養法加算

日向調剤薬局サービス内容

https://www.hyogo-kenyaku.jp/upload/user/infos/news/%92%B2%8D%DC%95%F1%8FV%93_%90%94%95%5C2025.10.01%88%C8%8D~%8F%87%8E%9F%8E%7B%8Ds.pdf
https://www.hyogo-kenyaku.jp/upload/user/infos/news/%92%B2%8D%DC%95%F1%8FV%93_%90%94%95%5C2025.10.01%88%C8%8D~%8F%87%8E%9F%8E%7B%8Ds.pdf


・1200品目以上の医薬品の備蓄

・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通

・医療材料・衛生材料の供給体制

・麻薬小売業者の免許

・集中率85％の場合、後発医薬品の調剤割合が50％以上

・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制

・診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制

・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制

・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績（薬局あたり年24回以上）

・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等

・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集

・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み

・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備

・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出

・管理薬剤師の実務経験
（薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍）

・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備（研修計画・受講等）

・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制

・要指導医薬品・一般用医薬品（48薬効群）・緊急避妊薬の備蓄

・健康相談の取り組み

・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止

当薬局では以下の基準を満たし、
地域支援体制加算2を算定しております。



当薬局では、以下の掲げる体制を整備し、
連携強化加算を算定しております。

・新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について

ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実
施
（外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む）

イ 個人防備具を備蓄
ウ 要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる
対外診断用医薬品（検査キット）の提供、

     マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を
     新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備

・災害の発生時における体制の整備について

ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施
（外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む）

イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の
供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制

ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局
のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、
夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応で
きる体制



○ 当薬局における調剤サービスの提供
○ 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項
の把握（副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併
用薬、ご住所や緊急時の連絡先など）

○ 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護
サービス事業者などとの必要な連携

○ 病院、診療所などからの照会への回答
○ 家族などへの薬に関する説明
○ 医療保険・介護保険等の請求事務（審査支払機関へ
の調剤報酬明細書（レセプト）の提出、審査支払機
関または保険者への照会、審査支払機関または保険
者からの照会への回答など）

○ 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談ま
たは届出など

○ 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
○ 当薬局内で行う観察研究や症例報告
○ 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習
○ 外部監査機関への情報提供

薬局名：日向調剤薬局

開 設 者 名：有限会社医療・介護研究会

個人情報取扱責任者：肥越雅樹

【お問い合わせ先】

住 所：兵庫県神戸市垂水区日向2丁目

1番29号日向ビル1F

電 話 番 号：078-704-4060

FAX番号：078-704-4050

安心して薬局サービスを受けていただくために
（お知らせ）

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保
護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆さまの個人情報を適切に取り
扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。
個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお

問い合わせください。

《皆さまの個人情報の利用目的》



個人情報保護に関する基本方針

1. 基本方針
当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」）
および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス」（個人情報保護委員会・厚生労働省策定。以下、「ガイダンス」）を
遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆さまの個人情報を適切かつ
万全の体制で取り扱います。

2. 具体的な取り組み
当薬局は、皆さまの個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。

1. 個人情報保護法およびガイダンスをはじめ、関連する法令を遵守しま
す。

2. 個人情報の取扱いに関するルール（運用管理規定）を策定し、個人情
報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。

3. 個人情報の適切な保管のために個人情報保護法およびガイダンスに
沿って安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。

4. 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認め
られた場合には、これを改善します。

5. 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目
的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令
に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きま
す。

6. 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解
の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めま
す。

7. 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応し
ます。

3. 相談体制
当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対
応します。

1. 個人情報の利用目的に同意しがたい場合
2. 個人情報・第三者提供記録の開示、訂正、利用停止など（法令により
応じられない場合を除く）

3. 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われ
る場合

4. その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合

令和７年 １０月 １日 制定

薬 局 名：日向調剤薬局
開 設 者：有限会社医療・介護研究会
管理薬剤師名：肥越雅樹



•薬剤の容器代（原則として保険医療機関等から
患者へ貸与するものとする）

• 1容器 50円

•希望に基づく内服薬の一包化
•保険医療に基づく算定
•持参薬の一包化も対応可

•希望に基づく甘味剤等の添付

•患者希望に基づく薬剤の郵送
•金額は送付先による

•服薬カレンダーの提供
• 1枚100円

＜費用徴収にかかる
サービス等の内容及び料金＞
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